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申
告
が
必
要
な
か
た

1
　
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
で
市
内
に
住

所
が
あ
り
、
平
成
27
年
１
月
１
日
か
ら
12

月
31
日
ま
で
に
次
の
①
〜
⑤
の
所
得
が
あ

　
り
、所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
い
か
た
。

①
給
与
所
得
（
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
賃
金

を
含
む
）

・
勤
務
先
が
川
口
市
へ
給
与
支
払
報
告
書
を

提
出
し
て
い
な
い
か
た

・
給
与
所
得
以
外
に
、
報
酬
・
配
当
・
年
金

な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
か
た

　
（
１
社
の
み
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
か
た
で
、
給
与
以
外
の
所
得
の
合

計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
場
合
は
、
所
得

税
の
確
定
申
告
が
必
要
で
す
）

・
２
社
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け
た

か
た

・
医
療
費
控
除
な
ど
各
種
控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
か
た

②
雑
所
得

　
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
が
あ
っ
た
か
た

で
、
社
会
保
険
料
控
除
・
扶
養
控
除
な
ど

の
各
種
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
か
た

③
事
業
所
得

　
営
業
・
農
業
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
か
た

④
不
動
産
所
得

　
土
地
・
家
屋
な
ど
の
貸
し
付
け
に
よ
る
所

得
が
あ
っ
た
か
た

⑤
配
当
・
譲
渡
・
一
時
所
得

　
株
式
な
ど
に
よ
る
利
益
の
配
当
・
資
産
の

譲
渡
か
ら
生
ず
る
所
得
・
生
命
保
険
契
約

な
ど
に
基
づ
く
一
時
金
な
ど
が
あ
っ
た
か

た
2
　
税
法
上
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る
か
た
で

扶
養
者
が
市
外
在
住
の
か
た

　
（
単
身
赴
任
中
の
夫
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

配
偶
者
の
か
た
な
ど
）

3
　
所
得
の
な
い
か
た
で
、国
民
健
康
保
険
・

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
・
児
童
手
当
な
ど

の
関
係
で
申
告
が
必
要
な
か
た
、
そ
の
ほ

か
各
種
税
証
明
書
を
必
要
と
す
る
か
た

4
　
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
で
、
市
内
に

住
所
は
な
い
が
、
事
業
所
な
ど
が
市
内
に

あ
る
か
た

　所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
る
か
た
は
、

　市
民
税
・
県
民
税
申
告
は
不
要
で
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

□
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
、添
付
書
類
台
紙

□
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
式
不
可
）
、
筆
記
用
具

□
申
告
す
る
か
た
の
預
貯
金
口
座
番
号
の
わ

か
る
も
の

□
収
入
や
所
得
を
証
明
で
き
る
書
類（
平
成
27

年
分
の
給
与
や
年
金
の
源
泉
徴
収
票
な
ど
）

□
社
会
保
険
料
（
健
康
保
険・介
護
保
険・国

民
年
金
な
ど
）
の
支
払
証
明
書
や
領
収
書

□
生
命
保
険
料
（
一
般
生
命
保
険
料
・
個
人

年
金
保
険
料
・
介
護
医
療
保
険
料
）
や
地

震
保
険
料
な
ど
の
控
除
証
明
書

□
医
療
費
の
領
収
書
（
か
か
っ
た
人
ご
と
、

医
療
機
関
ご
と
に
事
前
に
計
算
を
済
ま
せ

て
お
い
て
く
だ
さ
い
）

□
経
費
な
ど
に
関
す
る
領
収
書

□
そ
の
ほ
か
申
告
に
必
要
な
書
類
（
障
害
者

手
帳
な
ど
）

各
種
所
得
控
除
の
申
告
も
忘
れ
ず
に

　
所
得
控
除
を
申
告
す
る
こ
と
で
、
税
負
担

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※

領
収
書
や
証
明
書
の
提
示
や
提
出
が
な
い

と
き
は
、
控
除
の
適
用
が
で
き
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

主
な
税
制
改
正

◎
寄
附
金
税
額
控
除
（
ふ
る
さ
と
納
税
）
の

特
例
控
除
限
度
額
の
引
き
上
げ

　
平
成
27
年
１
月
１
日
以
後
に
、
都
道
府
県

や
市
町
村
に
ふ
る
さ
と
納
税（
寄
附
）を
行
っ

た
場
合
、
基
本
控
除
に
加
算
さ
れ
る
特
例
控

除
額
の
上
限
が
、
市
民
税
・
県
民
税
の
所
得

割
額
の
10
％
か
ら
20
％
に
拡
充
さ
れ
ま
す
。

◎
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度

の
創
設

　
平
成
27
年
４
月
１
日
以
後
に
行
っ
た
ふ
る

さ
と
納
税
に
つ
い
て
、寄
附
先
が
計
５
団
体

以
内
で
、申
告
特
例
申
請
書
を
寄
附
先
の
自

治
体
へ
提
出
す
る
と
、確
定
申
告（
市
民
税・

県
民
税
申
告
を
含
む
）を
行
わ
な
く
て
も
寄
附

金
税
額
控
除
を
受
け
ら
れ
る
制
度
が
創
設
さ

れ
ま
し
た
。ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
利
用
時

は
、所
得
税
控
除
分
相
当
額
を
含
め
た
控
除

額
が
、翌
年
度
の
市
民
税・県
民
税
か
ら
税
額

控
除
さ
れ
る
た
め
、還
付
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
は
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
が

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
寄
附
金
控
除
も
忘

れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

①
医
療
費
控
除
な
ど
を
受
け
る
た
め
に
確
定

申
告
ま
た
は
市
民
税
・
県
民
税
申
告
を
し

た
か
た

②
申
告
特
例
申
請
書
提
出
後
、
１
月
１
日
ま

で
に
住
所
・
氏
名
な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た

か
た
で
、
１
月
10
日
ま
で
に
申
告
特
例
申

請
事
項
変
更
届
出
書
を
寄
附
先
自
治
体
へ

提
出
し
て
い
な
い
か
た

③
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で
に
行
っ
た
ふ
る

さ
と
納
税

 確定申告会場は
 ＳＫＩＰシティ
a ２月16日（火）～３月15日（火）
　 受付時間　９：00～16：00
※土・日曜日を除く、ただし２月21

日（日）・28日（日）は開場。
※混雑状況により受付終了時間を早

める場合があります。
b ＳＫＩＰシティ総合棟
　 １階多目的ホール
　　（上青木３‒12‒18）

※所得税の納付は金融機関をご利用
ください。

※ＳＫＩＰシティ会場開設期間中は、
各税務署内に
確定申告相談
会場はありま
せん。

 申告書は、自宅で作成し
 郵送で提出を
　例年、確定申告会場は大変混雑し、
手続きが終了するまで、平均90分

（最大３時間超）かかります。
　また、会場では、国税庁ホームペー
ジの「確定申告書等作成コーナー」を
使い、ご自分でパソコンを操作して
申告書を作成します。
　自宅でインターネットに接続して
いるパソコンがあれば、国税庁ホー
ムページから確定申告書を作成し、
郵送で提出できます。ぜひご利用く
ださい。
※収受日付印のある確定申告書の控

えが必要な場合は、申告書の控え
と切手を貼付した返信用封筒を同
封してください。

g 確定申告書等作成コーナー
　 ヘルプデスク　i０５７０-０１-５９０１

 復興特別所得税額の記載漏れに
 ご注意ください
　平成25～49年分は、所得税と併せ
て復興特別所得税の納付が必要で
す。税率は、その年分の所得税額の
2.1％です。

 公的年金等を
 受給されているかたへ
　平成23年分以後の各年分で、公的
年金等の収入金額の合計額が400万
円以下で、公的年金等に係る雑所得
以外の所得金額が20万円以下の場
合、確定申告書を提出する必要はあ
りません。
※所得税の還付を受ける場合や純損

失や雑損失の繰越控除などの適用
を受ける場合には、確定申告書の
提出が必要です。

　申告会場は大変混雑しますの
で、郵送での申告をおすすめしま
す。
　申告書に住所・氏名・生年月
日・電話番号・必要事項（所得や
所得控除など）を記入・押印し、
必要書類（控除証明書など）を同
封の上、返信用封筒で郵送してく
ださい。（切手不要）
※記入内容を電話で確認すること

があります。あらかじめご了承
ください。

郵送での申告が
便利です

受　付　会　場 受　付　日　時

戸塚公民館

芝市民ホール（芝支所と併設）

鳩ヶ谷庁舎　2階大会議室

新郷公民館

安行公民館

神根公民館

市役所本庁舎　5階大会議室

2月2日㈫・3日㈬

2月4日㈭・5日㈮

2月8日㈪・9日㈫・10日㈬・12日㈮

2月16日㈫

2月17日㈬

2月18日㈭

2月19日㈮～3月15日㈫
土・日曜日除く
ただし2月21日㈰・28日㈰は受付

9:00

15:00

〜

〜
9:00

16:00

申告受付会場と日時

税務署からのお知らせ ・配偶者（特別）控除
・扶養控除
・障害者控除
・寡婦（夫）控除
・勤労学生控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金税額控除など

問い合わせ…川口税務署　i０４８-２５２-５１４１　西川口税務署　i０４８-２５３-４０６１　※自動音声に従い番号「０」を選択

平
成
28
年
度
分
（
平
成
27
年
分
）
の
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。
会
場
と

日
時
を
確
認
の
上
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

平
成
27
年
度
の
申
告
を
し
た
か
た
に
は
、
平
成
28
年
度
分
の
申
告
書
を
１
月
下
旬
に
送
付
し

て
い
ま
す
。
申
告
書
が
届
か
な
く
て
も
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
か
た
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

市
民
税
・
県
民
税

　申
告
は
お
早
め
に

市
民
税
・
県
民
税

　申
告
は
お
早
め
に

問い合わせ…市民税課　i０４８-２５９-７６３４・７６３５・７６３６・７２４５

※所得税の住宅借入金特別控除は受け付けできません。税務署にお問い合わせ
ください。
※各会場とも初日は大変混雑します。混雑状況により受付終了時間を早める場
合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
※市役所本庁舎の会場と開始日が変わりましたので、ご注意ください。
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20
％
に
拡
充
さ
れ
ま
す
。

◎
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度

の
創
設

　
平
成
27
年
４
月
１
日
以
後
に
行
っ
た
ふ
る

さ
と
納
税
に
つ
い
て
、寄
附
先
が
計
５
団
体

以
内
で
、申
告
特
例
申
請
書
を
寄
附
先
の
自

治
体
へ
提
出
す
る
と
、確
定
申
告（
市
民
税・

県
民
税
申
告
を
含
む
）を
行
わ
な
く
て
も
寄
附

金
税
額
控
除
を
受
け
ら
れ
る
制
度
が
創
設
さ

れ
ま
し
た
。ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
利
用
時

は
、所
得
税
控
除
分
相
当
額
を
含
め
た
控
除

額
が
、翌
年
度
の
市
民
税・県
民
税
か
ら
税
額

控
除
さ
れ
る
た
め
、還
付
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
は
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
が

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
寄
附
金
控
除
も
忘

れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

①
医
療
費
控
除
な
ど
を
受
け
る
た
め
に
確
定

申
告
ま
た
は
市
民
税
・
県
民
税
申
告
を
し

た
か
た

②
申
告
特
例
申
請
書
提
出
後
、
１
月
１
日
ま

で
に
住
所
・
氏
名
な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た

か
た
で
、
１
月
10
日
ま
で
に
申
告
特
例
申

請
事
項
変
更
届
出
書
を
寄
附
先
自
治
体
へ

提
出
し
て
い
な
い
か
た

③
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で
に
行
っ
た
ふ
る

さ
と
納
税

 確定申告会場は
 ＳＫＩＰシティ
a ２月16日（火）～３月15日（火）
　 受付時間　９：00～16：00
※土・日曜日を除く、ただし２月21

日（日）・28日（日）は開場。
※混雑状況により受付終了時間を早

める場合があります。
b ＳＫＩＰシティ総合棟
　 １階多目的ホール
　　（上青木３‒12‒18）

※所得税の納付は金融機関をご利用
ください。

※ＳＫＩＰシティ会場開設期間中は、
各税務署内に
確定申告相談
会場はありま
せん。

 申告書は、自宅で作成し
 郵送で提出を
　例年、確定申告会場は大変混雑し、
手続きが終了するまで、平均90分

（最大３時間超）かかります。
　また、会場では、国税庁ホームペー
ジの「確定申告書等作成コーナー」を
使い、ご自分でパソコンを操作して
申告書を作成します。
　自宅でインターネットに接続して
いるパソコンがあれば、国税庁ホー
ムページから確定申告書を作成し、
郵送で提出できます。ぜひご利用く
ださい。
※収受日付印のある確定申告書の控

えが必要な場合は、申告書の控え
と切手を貼付した返信用封筒を同
封してください。

g 確定申告書等作成コーナー
　 ヘルプデスク　i０５７０-０１-５９０１

 復興特別所得税額の記載漏れに
 ご注意ください
　平成25～49年分は、所得税と併せ
て復興特別所得税の納付が必要で
す。税率は、その年分の所得税額の
2.1％です。

 公的年金等を
 受給されているかたへ
　平成23年分以後の各年分で、公的
年金等の収入金額の合計額が400万
円以下で、公的年金等に係る雑所得
以外の所得金額が20万円以下の場
合、確定申告書を提出する必要はあ
りません。
※所得税の還付を受ける場合や純損

失や雑損失の繰越控除などの適用
を受ける場合には、確定申告書の
提出が必要です。

　申告会場は大変混雑しますの
で、郵送での申告をおすすめしま
す。
　申告書に住所・氏名・生年月
日・電話番号・必要事項（所得や
所得控除など）を記入・押印し、
必要書類（控除証明書など）を同
封の上、返信用封筒で郵送してく
ださい。（切手不要）
※記入内容を電話で確認すること

があります。あらかじめご了承
ください。

郵送での申告が
便利です

受　付　会　場 受　付　日　時

戸塚公民館

芝市民ホール（芝支所と併設）

鳩ヶ谷庁舎　2階大会議室

新郷公民館

安行公民館

神根公民館

市役所本庁舎　5階大会議室

2月2日㈫・3日㈬

2月4日㈭・5日㈮

2月8日㈪・9日㈫・10日㈬・12日㈮

2月16日㈫

2月17日㈬

2月18日㈭

2月19日㈮～3月15日㈫
土・日曜日除く
ただし2月21日㈰・28日㈰は受付

9:00

15:00

〜

〜
9:00

16:00

申告受付会場と日時

税務署からのお知らせ ・配偶者（特別）控除
・扶養控除
・障害者控除
・寡婦（夫）控除
・勤労学生控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金税額控除など

問い合わせ…川口税務署　i０４８-２５２-５１４１　西川口税務署　i０４８-２５３-４０６１　※自動音声に従い番号「０」を選択

平
成
28
年
度
分
（
平
成
27
年
分
）
の
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。
会
場
と

日
時
を
確
認
の
上
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

平
成
27
年
度
の
申
告
を
し
た
か
た
に
は
、
平
成
28
年
度
分
の
申
告
書
を
１
月
下
旬
に
送
付
し

て
い
ま
す
。
申
告
書
が
届
か
な
く
て
も
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
か
た
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

市
民
税
・
県
民
税

　申
告
は
お
早
め
に

市
民
税
・
県
民
税

　申
告
は
お
早
め
に

問い合わせ…市民税課　i０４８-２５９-７６３４・７６３５・７６３６・７２４５

※所得税の住宅借入金特別控除は受け付けできません。税務署にお問い合わせ
ください。
※各会場とも初日は大変混雑します。混雑状況により受付終了時間を早める場
合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
※市役所本庁舎の会場と開始日が変わりましたので、ご注意ください。


